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現業職場を取り巻く状況について
～安易な民間委託の拡大～

P-01

【あらゆる分野で導入】

各自治体の現業職場では、安易に民間委託が拡大している

要因は、「民間活力の活用」を推進する国の政策やコスト削減など

本来、民間委託は公共には無い知識やノウハウなどを活用し、サービスを提供するため

また、民間委託が実施されている業務について、最終責任は自治体にある

総務省「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項」（2015年8月28日）

〇「委託の実施にあたっては、対象事業、選定基準、契約条項などの透明性を確保すると
ともに、個人情報の保護や守秘義務の確保に十分留意し、必要な措置を講じること」

〇「委託した事務・事業についての行政としての責任を果たし得るよう、適切に評価・管理
を行うことができるような措置を講じること」

安易な民間委託の拡大は、さまざまな公共サービスにおいて、課題が生じている

委託になると自治体の関与や意識が薄れていく
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民間委託に伴う課題について

～

P-02

【民間事業者の撤退】

近年の人件費や物価の高騰により、委託料も高くなっている

自治体では、当初の予定額より、さらに委託料が高くなり、

その結果、入札不調によりサービスの提供が停止する事態も発生

総務省「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（2024年1月12日）

自治体の発注において、

人件費等の最新の実勢価格を踏まえた適切な予定価格などが反映されていない

「発注者及び受注者それぞれが採るべき行動/求められる行動」についての対応を

一方、民間委託の導入が必ずしもサービスの質の向上に繋がるか、疑問・・・

直営とのコスト比較や住民の視点に立ったサービスの提供、

さらには災害時における対応など、民間委託で提供が可能かどうか、当局に追及

公共サービスの質の低下を招く恐れ・・・

民間委託の状況を点検し、地域実情に応じた公共サービスが提供できるか確認
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こんなところにも影響が・・・

P-03

委託後では、

自治体の意識が薄れている

何か問題が発生しないと

表面化しないのが実態

「最終のしわ寄せは住民に及ぶ」

業務のすべてを委託した場合、

サービスの質をはじめ、

委託料の設定など、

自治体としての判断が

困難となる恐れ

業者によって、

公共サービスの質が決まる

可能性も・・・

【東京新聞8月8日より】
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2024現業・公企統一闘争について①
～第２次闘争の推進にむけ～

P-04

【2024現業・公企統一闘争の方針】

現業職場の最重要課題である人員確保の取り組みを強化するとともに

新たに「再公営化」の文言や考え方を明確に盛り込む

【重点課題に対する獲得指標】（現業職員が配置されている単組）

「住民から必要とされる現業・公企職場の直営堅持」

委託を行っている業務については・・・安定的な提供にむけ、課題が生じている際は

必要に応じて再公営化など今後の運営形態について労使で協議します。

再公営化が目的は無く、地域実情に応じた公共サービスの提供を実現すること

そのうえで、課題がある場合は、直営に戻すための議論をすることが必要

これまでと社会情勢が異なるため、今こそ、課題解決にむけた取り組みが重要

物価高や人件費の高騰⇒これまでの委託導入の目的であるコスト削減には繋がらない
災害対応では現業職員が配置・配置されていない自治体で対応に差がある
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P-05

【地域公共サービスの提供体制の維持・拡充】

人員確保にむけては

住民や地域が必要とする公共サービスを提供できているか、今一度、業務内容を確認

現業職員（自治体職員）でしか対応できない業務内容を確立（直営の強み）

現業職場は単なる現場ではなく、公共サービスの質を維持するだけでなく、拠点にもなる

（現業職場の必要性に繋がる＝技術の継承も含めての人員確保にも繋がる）

これらを当局に認識させることが重要（採用凍結や安易な民間委託の提案をさせない）

現場での業務、住民からの理解を背景に、要求書提出と交渉を積み重ねていくこと

変えることの出来ない業務は維持しつつ、常に住民ニーズを把握し、対応していく

2024現業・公企統一闘争について②
～人員確保を取り組みにむけ～
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2024現業・公企統一闘争について③
～交渉サイクルの確立にむけ～

P-06

【職場課題を解決するためには要求書の提出から】

2024現業・公企統一闘争を通じて、職場課題を要求し、交渉していく

当局から課題解決に対する提案はないことを踏まえ、自分たちから取り組む

※労働二権を最大限活用した取り組みを展開（協約締結権の行使）

第１次闘争の集約結果では、取り組みにより、採用を勝ち取った報告が多くある

〇取り組みが不十分な評議会では、単組と一緒に要求・交渉を

〇単組での取り組みが不十分な際は、手引きなどを活用し、県本部と一緒に交渉を

単組によっては、現業職員が数人の単組もあるが、

統一闘争の意義は、みんなで同じ獲得目標を掲げ、一緒に取り組むこと

全国では、多くの仲間が同じ課題を抱え、解決にむけ運動を展開している

2024現業・公企統一闘争で人員確保をはじめとする職場課題を克服し、
自治体現場力を活かした地域実情に応じた公共サービスの安定的な提供を

7



「きしまきちゃんねる」の紹介と
アンケートのお願い

P-07

アンケートのご協力を

よろしくお願いいたします。

【アンケート】

岸まきこ組織内議員
の思いが詰まった
ショート動画です。
ぜひ、ご覧ください
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職場改善に向けた学習会

「学校給食調理場の委託撤回にむけた取り組み」

単組報告

２０２４年９月２５日
自治労座間市職員組合
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座間市の概要

神奈川県のほぼ中心部に位置し、市域は中央部を
南北に縦断する座間丘陵を境として東部には相模
野台地が、西部には相模川に沿った沖積低地が広
がり、起伏に富んだ地形を構成しています。

人 口：１３万１８３１人（2024年７月現在）
職員数：８４５人
加入率：約１０％

神奈川県内では、非常に組織率の低い単組で組織
拡大が重要課題になっています。

2
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委託提案から提案撤回までの経緯

２００８年 ３月 「技能労務職員の給与等の見直しにむけた取組方針」が示される
２００８年１２月２２日 １回目の学校給食調理業務の委託提案を受ける
２０１０年１０月２０日 提案撤回
２０１０年１０月２２日 ２回目の学校給食調理業務の委託提案を受ける
２０１４年１２月１２日 学校給食の在り方における提案の一部見直しを受ける
２０１６年 ９月 委託にする場合の検討事項と直営を継続する場合の検討事項を

提示する。
２０１６年１０月 現業統一闘争県央ブロック自治体要請行動で現業職場を直営堅

持するための正規職員の必要最低人員を当局に認めさせる
２０１９年 １月 「取組方針」を見直し、退職者不補充方針を削除する
２０２０年 ４月 現業職員の採用再開
２０２４年 ３月２９日 「学校給食の在り方について」提案撤回を受ける
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技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針

取組方針の内容

１．類似民間事業従事者や国の技能労務
職員との比較において、給与水準が高
いこと

２．ラスパイレス指数が１１２．５にな
っていること

３．新規採用を控え、職員不補充を基本
原則にすること

４．市民サービスの質を低下することな
く出来るところから民間への業務委託
などの導入判断をしていくこと。

５．特殊勤務手当の廃止が示されている

Ａ Ｂ

Ａ/Ｂ

平均年齢 平均給与月額 平均年齢 平均給与月額

自動車運転手
兼清掃作業員 38.6才 409,200

廃棄物処理業
従事者 43.3才 299,800 1.36

学校
給食調理員 41.8才 296,200 調理師 38.9才 278,500 1.06

保育園
給食調理員 47.3才 346,242 調理師 39.9才 278,500 1.24

4
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取組方針公表２ヶ月後、議会で問題発生

一般質問の答弁に職員組合が指摘

教育長が、一般質問の答弁で学校給食調理業務の業務委託方針を
明らかにする
問題は、組合に全く提案がないにもかかわらず議会答弁したこと

６ヶ月の空白期間が経過した後に初めて提案がされる
【提案内容】
１．市職員でなくても民間の人員・技術などの資源により事業の目的が
十分に達成できる

２．民間活力を有効活用することで費用対効果の面で事業の効率化と経
費削減が見込まれる

３．２０１０年４月から実施する
5
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検討経過と費用対効果の資料提示を求める

当局から提示された資料

運営管理経費 委託の場合 直営の場合

正規職員給与 261,166,864 285,461,456

臨時職員給与 0 0

非常勤給与 6,119,000 6,731,000

事業費 80,888,000 81,605,000

委託費 25,179,000 0

合計 373,352,864 373,797,456

当局の検討結果は「経費削減になり財政効果がある」とする

当局提示の費用対効果の検討資料（一部抜粋）

正規職員の給与

４７人×6,073,648円

委託の場合 － 直営の場合

効果額 －444,592円

当局は歳出減になるとする

6
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職員組合は独自で経費の調査・研究をすすめる

積算結果
１．「業務委託をすることで歳出増になる」という結果が明らかになる

２．当局の提示したものとは異なる結果が出た

３．当局が提示した費用対効果の歳出額に大きな瑕疵があることが発覚する

当局が提示した歳出額の瑕疵
１．非正規職員の雇用があるにもかかわらず、

臨時職員の給与が加算されていない

２．現行３９人の正規職員を配置しているが、

１１校の配置定数である４７人で計算している

３．正規職員一人あたりの年収の根拠が不明確

その他の追求事項
１．直営校と委託校の献立の均衡

２．栄養士の職域

３．長年培ってきた技能の継承

４．職業安定法に抵触しない指示・命令系統の確立

運営管理経費 委託の場合 直営の場合

正規職員給与 261,166,864 285,461,456

臨時職員給与 0 0

非常勤給与 6,119,000 6,731,000

事業費 80,888,000 81,605,000

委託費 25,179,000 0

合計 373,352,864 373,797,456

正規職員の給与

４７人×6,073,648円
委託の場合 － 直営の場合

効果額 －444,592円
7
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改めて費用対効果の算出の補正を求める

運営管理経費 委託の場合 直営の場合

正規職員給与 230,553,258 230,553,258

臨時職員給与 6,940,576 13,881,152

非常勤給与 11,367,166 12,492,882

事業費 80,780,000 81,605,999

委託費 25,179,000 0

合計 354,820,000 338,533,291

正規職員の給与

３９人×5,911,622円

臨時職員の給与

４人×1,735,144円

委託の場合 － 直営の場合

効果額 16,286,709円増

当局が示した業務委託の必要
性と根拠は不適正であること
になる

職員組合の指摘に沿った修正資料

8
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業務委託提案の撤回に向けた取り組み

当局が提案で示した２０１０年４月が経過し、業務委託の実施は回避する

【２０１０現業・公企統一闘争の取り組み】

業務委託提案の撤回を求める

【職員組合の主張】
１．業務委託の提案理由が不適正であること
２．実施日が経過し効力が喪失していること

業務委託提案撤回

9
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提案撤回の二日後、二回目の業務委託提案

退職に伴い欠員となった人数に対応する学校数を専門性を活かした調理業務を行う民間業
者に委託し、正規職員を集約することで本来業務に専念できるようになると共に従来の非
正規職員に対する指導等の負担がなくなり労働条件の改善が図られる

費用対効果から一転 提案理由は

他の自治体が委託をしているのに座間だけがやらないわけにはいかない

更には、全く理解が示せない理由

苦肉の理由と言わざるを得ない
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時間稼ぎの姿勢に転じる

この時職員組合として
将来に向けての策や改善の手法を持ち得ていません

１．日本の景気・経済は循環する。景気・経済が良くなれば、公務職場は見向きもされず自
治体の責任で人員確保せざるを得ない時代が来ると考えた

２．臨時・非常勤職員の十分な配置を勝ち取っていたことにより、当局が提案理由で示すほ
ど正規職員の負担が大きかった訳でもなく、年休取得等、権利行使に制限がかかることは
なかった

時間稼ぎに転じた理由

問題点

１．正規職員が年々減少する
２．組合員からは、「委託にするなら委託にして余裕のある仕事がしたい」という声が聞こ

えてきた
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実施年度が経過

当局が委託提案で示した実施初年度の２０１２年度が経過

それから２年経過した２０１４現業・公企統一闘争で実施年度が経過していること
から提案の効力が喪失していることを主張し、提案撤回を求める

２度目の提案撤回

要求の主旨を変更

「職場無くして、人は無し」の新たな姿勢を組合員で共通認識を共有

これまでの要求 直営堅持を最優先にした要求

退職者補充は正規職員で完全補充 欠員補充は必要最低限の正規職員で補充する
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３度目の提案

提案理由

「実施年度については今後も協議を継続していく」とする一部見直しの提案

時間稼ぎもいよいよ限界
一定、委託も視野に入れざるを得ない状況になる

職員組合として委託をする場合の検討事項を提示

①受託者側の労働者賃金の確立（公務労働者相

当の賃金確保）
②直営技能の継承（長年培った技能を低下させ

ない）
③業務請負の原則・職業安定法の法令遵守
④衛生管理マニュアルの遵守
⑤委託者と受託者の指揮命令系統の確立

⑥受託者側の調理員の技能向上
⑦費用対効果（委託は直営よりも事業費が高くな

ることが想定される）
⑧市の財政状況
⑨直営校と委託校の出される給食の均衡
⑩調理室の賃貸借料、設備・備品の使用料及び
光熱費（電気・ガス・水道）の使用料について
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２０１６現業・公企統一闘争の取り組み見直し

職員組合から職員数を示して人員要求をするのではなく、当局から考えを引き出す取組

単組要求をし、その要求に沿って、県央ブロック自治体要請行動（キャラバン行動）で要請

当局回答

正規職員が２４人、非正規職員が２２人居れば現行業務の運用が可能であることを明らかにする

学校給食調理員の正規職員の推移（配置定数４６人）

２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度

正規職員 ３０人 ２９人 ２８人 ２６人 ２４人

非正規職員 １６人 １７人 １８人 ２０人 ２２人

その後、交渉は停滞する 14
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取組方針見直しの取組

２０１９年３月 自動車運転手（市長車）が定年退職を迎える

当局方針

市内をシェアするバス会社に業務委託をする検討をしていた

職員組合の主張

１．多忙な公務の移動中の車内は、市長が気を休める場所であり
その空間での会話もあるだろう。

２．そのような状況を踏まえ、守秘義務が遵守できる正規職員で
の補充が必要である

当局が容認

当局の採用計画とはいえ、たとえ市長の運転手であれ、取組方針を逸脱する
ことはできない
正規職員を採用するには取組方針の改正が必要であることを訴える
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取組方針の改正に合意

自動車運転手、電話交換手、
道路・公園作業員、学校用務
員等の退職に際しては、再任
用職員、臨時・非常勤職員の
採用や民間への業務委託によ
り対応してきたところで、今
後においても新規採用を控え
るなど職員不補充を基本原則
にしていきます。

技能労務職員の減員と高齢化
が進む中、大規模災害への対
応や食に係る安全衛生面の職
責を担えるリーダーの配置な
ど一定レベルの体制維持も視
野に、今後においても行政執
行上の必要性や定員管理計画
との兼ね合いを踏まえた上で
人員の配置に努めていきます。

改正前 改正後
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１．取組方針の改正をしたことで２０２０年４月に現業職の全職種で退職者補充の
新規採用を勝ち取る
その後、継続して退職者補充がされている

２．定年引き上げの運用が開始されてからは、従来、退職者補充でしたが定年引き
上げ職員分を採用することを勝ち取る

従って、正規職員は、定年引き上げ制度が完成するまでの１０年間は段階的に増加する
ことになる

取組方針改正の効果

職員組合の主張

１．正規職員が増えることで当局が示した業務委託の理由が成り立たなくなる
２．学校給食在り方検討委員会の必要性がなくなる

２０２３現業・公企統一闘争で業務委託提案の全面撤回
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今後の展望

１．取組方針で退職者不補充は、削除されたものの、委託方針は改正されていない
ため将来を見据えた取組をすすめる必要がある

２．正規職員が増えることによる新規事業を含めた職域を拡大し、適性配置を確保
する必要がある

３．サービス向上を目指すため、職員の意識改革が重要である

４．配置定数の協約締結
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ご清聴ありがとうございました

共に頑張りましょう
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